
＜JCSS オンライン申請等 根拠法令・告示集＞ 

※JCSS オンライン申請等に適用されない条項は省略しています。 

 

（１）情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号） 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（平成十二年法律第百四十

四号）第十三条及び官民データ活用推進基本法（平成二十八年法律第百三号）第七条の規定

に基づく法制上の措置として、国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆる

活動において情報通信技術の便益を享受できる社会が実現されるよう、情報通信技術を活

用した行政の推進について、その基本原則及び情報システムの整備、情報通信技術の利用の

ための能力又は利用の機会における格差の是正その他の情報通信技術を利用する方法によ

り手続等を行うために必要となる事項を定めるとともに、民間手続における情報通信技術

の活用の促進に関する施策について定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向

上、行政運営の簡素化及び効率化並びに社会経済活動の更なる円滑化を図り、もって国民生

活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 

 

（基本原則） 

第二条 情報通信技術を活用した行政の推進は、事務又は業務の遂行に用いる情報を書面

等から官民データ（官民データ活用推進基本法第二条第一項に規定する官民データをいう。

以下この条において同じ。）へと転換することにより、公共分野における情報通信技術の活

用を図るとともに、情報通信技術を活用した社会生活の利便性の向上及び事業活動の効率

化を促進することが、急速な少子高齢化の進展への対応その他の我が国が直面する課題の

解決にとって重要であることに鑑み、情報通信技術の利用のための能力又は知識経験が十

分でない者に対する適正な配慮がされることを確保しつつ、高度情報通信ネットワーク社

会（高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第二条に規定する高度情報通信ネットワー

ク社会をいう。）の形成に関する施策及び官民データの適正かつ効果的な活用の推進に関す

る施策の一環として、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。 

一 手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理に係る一

連の行程が情報通信技術を利用して行われるようにすることにより、手続等に係る時間、場

所その他の制約を除去するとともに、当該事務及び業務の自動化及び共通化を図り、もって

手続等が利用しやすい方法により迅速かつ的確に行われるようにすること。 

二 民間事業者その他の者から行政機関等に提供された情報については、行政機関等が相

互に連携して情報システムを利用した当該情報の共有を図ることにより、当該情報と同一

の内容の情報の提供を要しないものとすること。 

三 社会生活又は事業活動に伴い同一の機会に通常必要とされる多数の手続等（これらの

手続等に関連して民間事業者に対して行われ、又は民間事業者が行う通知を含む。以下この



号において同じ。）について、行政機関等及び民間事業者が相互に連携することにより、情

報通信技術を利用して当該手続等を一括して行うことができるようにすること。 

 

 

第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

一 略 

二 行政機関等 次に掲げるものをいう。 

イ～ハ 略 

ニ 独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定す

る独立行政法人をいう。ヘにおいて同じ。） 

ホ～ト 略 

チ ニからトまでに掲げる者（トに掲げる者については、当該者が法人である場合に限る。）

の長 

三～四 略 

五 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の

人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。 

六 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することを

いう。 

七 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 

八 申請等 申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知（訴

訟手続その他の裁判所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法

令の規定に基づく手続（以下この条及び第十四条第一項において「裁判手続等」という。）

において行われるものを除く。）をいう。（以下、略） 

九～十一 略 

十二 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。 

 

第二章 情報通信技術を活用した行政の推進 

第一節 略 

第二節 手続等における情報通信技術の利用 

（電子情報処理組織による申請等） 

第六条 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うこと

その他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省

令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織（行政機関等の使用に係る電

子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機

とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次章を除き、以下同じ。）を使用す

る方法により行うことができる。 



２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請

等に関する他の法令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令その

他の当該申請等に関する法令の規定を適用する。 

３ 第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受

ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該

行政機関等に到達したものとみなす。 

４ 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定さ

れているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名

等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード

（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五

年法律第二十七号）第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十一条において同

じ。）の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをも

って代えることができる。 

５ 略 

６ 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係

る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のう

ちに第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と

認められる部分がある場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところに

より、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。 

第七条～第十七条 略 

 

（主務省令） 

第十八条 この法律における主務省令は、手続等に関する他の法令（会計検査院規則、人事

院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理

委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全

委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。）を所管する内閣官房、内閣府又は各省の内

閣官房令、内閣府令又は省令とする。ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家

公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、

中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る手続等については、そ

れぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報

保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中

央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。 

第十九条 略 

 

 

 

 

 



（２）経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法

律施行規則（平成十五年経済産業省令第八号）  

 

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）第

三条第一項及び第四項、第四条第一項及び第四項、第五条第一項並びに第六条第一項及び第

三項の規定に基づき、並びに同法及び経済産業省の所管する関係法令を実施するため、経済

産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行

規則を次のように定める。 

 

（趣旨） 

第一条 行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている経済

産業省の所管する法令（告示を含む。以下同じ。）に基づく手続等を、情報通信技術を活用

した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。）第六

条から第九条までの規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用する方法その他の

情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の

規則及び地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この省令

の定めるところによる。 

（定義） 

第二条 この省令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。 

２ この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 書面申請等様式 申請等を書面等により行うときに従うこととされている様式をいう。 

二～四 略 

 

（申請等に係る電子情報処理組織） 

第三条 法第六条第一項における電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算

機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適

合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。 

 

（電子情報処理組織による申請等） 

第四条 法第六条第一項の規定に基づき又は準じて電子情報処理組織を使用する方法によ

り申請等を行う者は、経済産業大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる事項を申請等

をする者の使用に係る電子計算機であって行政機関等が定める技術的基準に適合するもの

から入力して、申請等を行わなければならない。ただし、申請等を行う者が、経済産業大臣

が告示で定めるところにより、第三号に掲げる事項を入力することに替えて、法令の規定に

基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。 

一 略 

二 書面申請等様式に記載すべき事項（前号に掲げる事項を除く。） 

三 当該申請等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされてい



る書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは

記録すべき事項であって、第二号に掲げる事項を除いたもの 

２ 申請等を行う者が、前項第三号に規定する書面等のうち経済産業大臣が告示で定める

ものに記載されている事項を入力するときは、行政機関等は、経済産業大臣が告示で定める

期間、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において当該書面等を提出させるこ

とができる。 

３ 申請等を行う者は、次の各号のいずれかの方法により申請等を行わなければならない。 

一 略 

二 申請等を行おうとする者が付与された識別符号及び当該申請等を行おうとする者がそ

の使用に係る電子計算機において設定した暗証符号（以下「設定暗証符号」という。 ）を

申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力する方法 

４ 略 

５ 第三項第二号に掲げる方法により申請等を行う者は、その氏名又は名称その他必要と

される事項を行政機関等へ届け出、又は申請しなければならない。ただし、行政機関等から

あらかじめ同号に掲げる方法による申請等に係る識別符号を付与されている者については、

その限りでない。 

６ 行政機関等は、前項の届出があったとき又は申請を受理したときは、当該届出又は申請

を行った者に識別符号を付与するものとする。 

７ 前項の規定により識別符号を付与された者は、第五項の規定により届け出、若しくは申

請した事項その他行政機関等が定める事項に変更があったとき、暗証符号を設定するとき、

設定暗証符号を変更するとき又は識別符号の使用を廃止するときは、遅滞なく、届け出、又

は申請しなければならない。 

８～１１ 略 

（氏名等を明らかにする措置） 

第五条 法第六条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、次の各号に掲げ

る措置をいう。 

一 略 

二 前条第三項第二号の識別符号及び設定暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計

算機から入力すること 

２～５ 略 

 

（申請等のうち電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当

と認められる部分がある場合） 

第六条 法第六条第六項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困

難又は著しく不適当と認められる部分がある場合とは、次の各号に掲げる場合とする。 

一 略 

二 申請等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書

面等であって原本を確認する必要があると行政機関等が認めるものを提出する場合 



三 略 

 

第七条～第十一条 略  

 

附 則 （令和元年一二月一三日経済産業省令第四九号）  

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行

政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関す

る法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 

 

 

（３）電子情報処理組織による申請等に関する告示（平成十五年経済産業省告示第二十号） 

 

第一条 経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する

法律施行規則（平成十五年経済産業省令第八号。以下「規則」という。）第四条第一項に基

づき、同条第一項第三号に掲げる書面等に記載されている事項を入力するときは、申請等を

する者が、光学式読取装置を用いて書面等に記載されている事項をファイルに記録し、当該

記録にファイルに記録した日時及び記録された事項が書面等に記載されている事項と相違

ない旨を記録して行わなければならない。 

２ 規則第四条第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、

次の各号に掲げる機能のすべてを備えたものとする。 

 一 行政機関等が交付するソフトウェア又は行政機関等の使用に係る電子計算機から入

手したソフトウェアを用いて、行政機関等の使用に係る電子計算機から入手した様式に入

力できる機能 

 二 行政機関等の使用に係る電子計算機と通信できる機能 

３ 申請等を行う者が、規則第四条第一項ただし書の規定に基づき書面等を提出するとき

は、当該書面等に行政機関等が電子情報処理組織を使用して申請等を行った者に対して付

与する識別番号を表示して、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から三日以内

に当該書面等を提出しなければならない。 

第二条 規則第四条第二項に規定する書面等は、次に掲げる書面等とする。 

 一 登記事項証明書、住民票の写し、印鑑証明書その他行政機関等が発行する書面等 

 二 前号に掲げるもののほか行政機関等が指定する書面等 

２ 次の各号に掲げる手続に係る規則第四条第二項に規定する期間は、当該各号に掲げる

期間とする。 

 一 行政手続法（平成五年法律第八十八号）第二条第三号に規定する申請 申請を行った

日から当該申請に対する諾否の応答としての通知を受ける日までの期間 

 二 行政手続法第二条第七号に規定する届出 届出を行った日から三月を経過する日ま

での期間 

 



第三条～第八条 略  

 

 附 則 （令和元年経済産業省告示第百四十六号） 

  この告示は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに

行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関

する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 


